
お知らせ 5/８以降（コロナ５類移行後）の診療について 

 

令和 5 年 5 月 8 日に新型コロナウイルスの感染症分類が現在の２類から     

季節性インフルエンザと同等の 5 類に移行されるに伴い、5 月 8 日以降のコロナ  

PCR検査費用に対する公費助成がなくなり、保険診療に基づく料金が発生します。 

当センターでは、入院される患者さん、及び外来で手術される一部の患者さんに 

対しましては、医学的判断に基づきコロナ PCR 検査を施行していますので、    

自己負担が発生しますことをあらかじめご了承ください。 

なお、コロナ治療薬につきましては、引き続き公費（無料）となります。 

その他、詳細については、厚生労働省と関係機関からの通知などをもとに、    

当センター内の感染対策を踏まえて、随時ご案内いたします。 


